
山
梨
県
公
報　
　

第
二
千
七
百
二
十
四
号　
　

平
成
二
十
九
年
八
月
二
十
四
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日　

定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年　

一
七
、二
八
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

山
梨
県
公
報
平
成
二
十
九
年

八
月
二
十
四
日

第
二
千
七
百
二
十
四
号

木　曜　日

　
　
　
　
　
　

目　
　
　

次

　
　
　
　

告　
　
　

示

○
道
路
の
区
域
変
更	

五
九
三

○
道
路
の
供
用
開
始	

五
九
三

○
建
築
基
準
法
に
基
づ
く
道
路
位
置
指
定	

五
九
三

　
　
　
　

公　
　
　

告

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
申
請	

五
九
三

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請	

五
九
四

○
換
地
処
分
の
実
施	

五
九
四

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任
（
二
件
）	

五
九
四

　
　
　
　

公
安
委
員
会

○
山
梨
県
警
察
の
組
織
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

五
九
五

○
交
通
安
全
活
動
推
進
セ
ン
タ
ー
代
表
者
氏
名
の
変
更
の
届
出	

五
九
五

　
　
　
　
　
　

告　
　
　

示

山
梨
県
告
示
第
二
百
四
十
九
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
中
北
建
設
事
務

所
峡
北
支
所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
九
月
十
四
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す

る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
八
月
二
十
四
日

	

山
梨
県
知
事　
　

後　
　

藤　
　
　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

茅
野
北
杜
韮
崎
線

三　

道
路
の
区
域

区　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

間

旧
新
の
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延　
　
　

長

（
メ
ー
ト
ル
）

北
杜
市
長
坂
町
富
岡
字
富
岡
三
六
番
一
地
先
か
ら

北
杜
市
須
玉
町
若
神
子
字
御
所
村
一
四
五
〇
番
一

地
先
ま
で

旧

七
・
九
〜一

一
・
八

四
〇
・
二

新

一
〇
・
九
〜

一
三
・
七

四
〇
・
二

山
梨
県
告
示
第
二
百
五
十
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
南
建
設
事
務

所
身
延
道
路
課
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
九
月
十
四
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供

す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
八
月
二
十
四
日

	

山
梨
県
知
事　
　

後　
　

藤　
　
　
　
　

道
路
の

種
類

路　

線　

名

区　
　
　
　
　
　
　
　
　

間

延　
　
　

長

（
メ
ー
ト
ル
）

供
用
開
始
の

期
日

県
道

南
ア
ル
プ
ス

公
園
線

南
巨
摩
郡
早
川
町
保
字
大
上
双
里
二

〇
四
五
番
三
地
先
か
ら

南
巨
摩
郡
早
川
町
保
字
大
上
双
里
二

〇
四
五
番
三
地
先
ま
で

六
七
・
一

平
成
二
十
九

年
八
月
二
十

四
日

山
梨
県
告
示
第
二
百
五
十
一
号

　

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
道
路

の
位
置
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
告
示
す
る
。
そ
の
関
係
図
書
は
、
山
梨
県
峡
東
建
設
事
務
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
八
月
二
十
四
日

	

山
梨
県
知
事　
　

後　
　

藤　
　
　
　
　

一　

指
定
の
年
月
日　

平
成
二
十
九
年
八
月
十
七
日

二　

指
定
道
路
の
位
置　

笛
吹
市
石
和
町
河
内
字
宮
窪
三
百
五
番
八

三　

指
定
道
路
の
幅
員　

最
大
五
・
九
七
メ
ー
ト
ル　

最
小
五
・
九
〇
メ
ー
ト
ル

四　

指
定
道
路
の
延
長　

三
十
四
・
五
二
メ
ー
ト
ル

　
　
　
　
　
　

公　
　
　

告

◉　

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
申
請

　

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

五
九
三



山
梨
県
公
報　
　

第
二
千
七
百
二
十
四
号　
　

平
成
二
十
九
年
八
月
二
十
四
日

五
九
四

と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。
そ
の
関
係
書
類
は
、
山
梨
県
県

民
情
報
セ
ン
タ
ー
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
八
月
二
十
四
日

	

山
梨
県
知
事　
　

後　
　

藤　
　
　
　
　

一　

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日　

平
成
二
十
九
年
八
月
四
日

二	　

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並

び
に
そ
の
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

　

1　

名
称　

特
定
非
営
利
活
動
法
人
い
で
た
ち
の
家

　

2　

代
表
者
の
氏
名　

齊
藤
加
代
子

　

3
	　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地　

山
梨
県
甲
府
市
城
東
一
丁
目
十
六
番
二
十
四
号

　

4
	　

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的　

こ
の
法
人
は
、
障
害
者
を
対
象
と
し
て
、
社
会
的
自
立
の
促
進
と

生
活
の
質
的
向
上
を
図
る
た
め
、
地
域
社
会
及
び
行
政
と
協
働
し
て
、
障
害
者
福
祉
の
向
上
の
た

め
の
事
業
を
行
う
。
又
、
障
害
者
と
健
常
者
と
の
交
流
を
積
極
的
に
行
い
、
一
般
社
会
で
の
人
と

の
交
流
の
掛
け
橋
に
な
る
こ
と
で
地
域
や
社
会
の
福
祉
の
増
進
を
図
り
、
広
く
公
益
に
貢
献
す
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
。

三　

縦
覧
期
間　

平
成
二
十
九
年
八
月
十
七
日
か
ら
同
年
九
月
十
七
日
ま
で

◉　

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請

　

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。
そ
の
関
係
書
類
は
、
山
梨
県
県
民
情
報
セ

ン
タ
ー
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
八
月
二
十
四
日

	

山
梨
県
知
事　
　

後　
　

藤　
　
　
　
　

一　

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日　

平
成
二
十
九
年
八
月
十
五
日

二	　

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並

び
に
そ
の
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

　

1　

名
称　

特
定
非
営
利
活
動
法
人
き
ら
め
い
く

　

2　

代
表
者
の
氏
名　

庄
司
秀
男

　

3
	　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地　

山
梨
県
都
留
市
小
野
三
百
五
十
七
─
一
番
地

　

4
	　

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的　

こ
の
法
人
は
、
地
域
で
生
活
す
る
障
害
児
・
障
害
者
に
対
し
て
、

そ
れ
ぞ
れ
が
持
っ
て
い
る
煌
め
い
た
素
晴
ら
し
い
個
性
が
の
び
の
び
と
発
揮
出
来
る
様
、
芸
術
活

動
や
文
化
、
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
活
動
、
ス
ポ
ー
ツ
、
様
々
な
体
験
活
動
等
の
幅
広
い
余
暇
的
な

活
動
を
行
う
と
共
に
、
家
族
へ
の
支
援
、
地
域
と
の
連
携
し
た
環
境
を
築
き
上
げ
、
健
全
な
育
成

に
寄
与
す
る
と
と
も
に
、
社
会
に
貢
献
す
る
事
を
目
的
と
す
る
。

三　

縦
覧
期
間　

平
成
二
十
九
年
八
月
十
七
日
か
ら
同
年
九
月
十
七
日
ま
で

◉　

換
地
処
分
の
実
施

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、

県
営
畑
地
帯
総
合
整
備
事
業
（
白
根
地
区
上
八
田
第
２
工
区
）
の
換
地
処
分
を
平
成
二
十
九
年
七
月
二

十
四
日
に
実
施
し
た
。

　
　

平
成
二
十
九
年
八
月
二
十
四
日

	

山
梨
県
知
事　
　

後　
　

藤　
　
　
　
　

◉　

土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

　

土
地
改
良
法（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
楯
無

堰
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
が
退
任
及
び
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
九
年
八
月
二
十
四
日

	

山
梨
県
知
事	

後　
　

藤　
　
　
　
　

一　

退
任

役
職
名

氏　
　

名

住　
　
　
　
　

所

退　

任　

年　

月　

日

理
事

大
木
一
喜

甲
斐
市
竜
地
五
千
五
百
十
二
番
地
三

平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
三
日

同

駒
寄
保
次

韮
崎
市
穂
坂
町
上
今
井
千
四
百
十
二

番
地

同

監
事

長
坂
邦
宏

韮
崎
市
上
ノ
山
九
百
三
十
五
番
地

平
成
二
十
九
年
七
月
二
十
五
日

二　

就
任

役
職
名

氏　
　

名

住　
　
　
　
　

所

就　

任　

年　

月　

日

理
事

戸
井
弘
幸

甲
斐
市
竜
地
六
千
六
百
六
十
六
番
地

平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
四
日

同

猪
股
重
教

韮
崎
市
穂
坂
町
上
今
井
二
百
八
番
地

同



山
梨
県
公
報　
　

第
二
千
七
百
二
十
四
号　
　

平
成
二
十
九
年
八
月
二
十
四
日

五
九
五

監
事

石
川
惣
市

韮
崎
市
岩
下
千
二
百
七
十
六
番
地

平
成
二
十
九
年
七
月
二
十
六
日

◉　

土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

　

土
地
改
良
法（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
徳
島

堰
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
が
退
任
及
び
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
九
年
八
月
二
十
四
日

	

山
梨
県
知
事	

後　
　

藤　
　
　
　
　

一　

退
任

役
職
名

氏　
　

名

住　
　
　
　
　

所

退　

任　

年　

月　

日

理
事

中
澤
春
樹

南
ア
ル
プ
ス
市
百
々
千
三
百
二
十
番
地

平
成
二
十
九
年
五
月
一
日

二　

就
任

役
職
名

氏　
　

名

住　
　
　
　
　

所

就　

任　

年　

月　

日

理
事

清
水
求
久

南
ア
ル
プ
ス
市
百
々
二
千
四
百
三
番
地

二

平
成
二
十
九
年
七
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　

公
安
委
員
会

山
梨
県
公
安
委
員
会
規
則
第
八
号

　

山
梨
県
警
察
の
組
織
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
八
月
二
十
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
公
安
委
員
会

	

委
員
長　
　

尾　
　

方　
　
　
　
　

恵

　
　
　

山
梨
県
警
察
の
組
織
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

山
梨
県
警
察
の
組
織
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
山
梨
県
公
安
委
員
会
規
則
第
一
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
三
日
下
部
警
察
署
の
部
塩
山
駅
前
交
番
の
項
中
「
及
び
塩
山
牛
奥
（
通
称
牛
奥
山
五
五
三
二

の
一
及
び
五
五
三
二
の
四
二
か
ら
五
五
三
二
の
四
七
ま
で
を
除
く
。）」
を
「
、
塩
山
牛
奥
（
通
称
牛

奥
山
五
五
三
二
の
一
及
び
五
五
三
二
の
四
二
か
ら
五
五
三
二
の
四
七
ま
で
を
除
く
。）
及
び
塩
山
千
野
」

に
改
め
、
同
部
千
野
警
察
官
駐
在
所
の
項
を
削
り
、
同
部
神
金
警
察
官
駐
在
所
の
項
中
「
甲
州
市
塩
山

上
萩
原
一
四
五
五
の
一
」
を
「
甲
州
市
塩
山
中
萩
原
一
三
二
六
」
に
、「
及
び
塩
山
一
ノ
瀬
高
橋
」
を
「
、

塩
山
一
ノ
瀬
高
橋
、
塩
山
上
粟
生
野
、
塩
山
下
粟
生
野
、
塩
山
平
沢
、
塩
山
福
生
里
及
び
塩
山
竹
森
」

に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
公
安
委
員
会
告
示
第
百
三
号

　

交
通
安
全
活
動
推
進
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
三
号
）
第
三

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
一
般
財
団
法
人
山
梨
県
交
通
安
全
協
会
か
ら
代
表
者
の
氏
名
の
変
更
の
届

出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
八
月
二
十
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
公
安
委
員
会

	

委
員
長　
　

尾　
　

方　
　
　
　
　

恵

一　

変
更
後
の
代
表
者
の
氏
名　

坂
本
政
彦

二　

変
更
年
月
日　

平
成
二
十
九
年
六
月
十
三
日



発
行
者　
　

山　

梨　

県　
　

甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号　
　
　
　
　

印
刷
所　

㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷　

甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報　
　

第
二
千
七
百
二
十
四
号　
　

平
成
二
十
九
年
八
月
二
十
四
日

五
九
六


